
マイナ保険証・オンライン資格確認のメリット詳細 

２．高額療養費の自己負担限度額を超える医療費の支払いが不要になります 
※マイナ保険証のみならず、資格確認書や従来の被保険者証（2025年 12月 1日まで）でも同様です。 

（健保組合にマイナンバーを届出いただくことが必要です。） 

 

以下のいずれかの方法により、医療機関窓口での支払額を軽減することができます（国の高額療養費制度にお

ける自己負担限度額を超える医療費の支払い免除を受けられます）。 

 

（１）マイナ保険証を利用する場合 

マイナ保険証で受診した場合、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除されます。 

（医療機関のカードリーダーによっては、高額療養費の情報提供に関する同意画面で「同意する」を選択する

必要がある場合があります。詳細は医療機関にお尋ねください。） 

 

（２）従来の健康保険証を利用する場合 

医療機関受診の際、「高額療養費の制度を利用したいのでオンライン資格確認で必要な情報（限度額適用認定

証情報）を取得してほしい」旨を伝えると、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除され

ます。 

（医療機関によって対応方法が異なりますので、くわしくは治療等を受ける医療機関にお尋ねください。） 

 

 

＜ご留意事項＞ 

●マイナンバーの届出が必要です 

（１）（２）いずれの場合も、「健保組合にマイナンバーを会社経由で届け出ていること」が必須条件となりま

す。（任意継続・特例退職の方は健保組合に直接届出） 

マイナンバーを届け出ていない場合はオンライン資格確認が利用できませんのでご留意ください。 

 

●支払いが不要になるのは高額療養費の自己負担限度額を超える部分です 

付加給付（一部負担還元金・家族療養付加金等）は後日健保組合から支給します。医療機関窓口でのひと月あ

たりの自己負担金額の上限が 25,000 円（被扶養者（ご家族）は 50,000 円）となるものではありませんの

でご留意ください。 

高額療養費（国の制度）にかかる自己負担限度額は標準報酬月額により異なります。マイナポータル「わたし

の情報」または申請し交付を受けた限度額適用認定証で確認できる「「適用区分」と、自己負担限度額表「（ ペ

ージに掲載）にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜自己負担限度額表＞ 

 

（70歳未満の方） 

 

 

（70歳以上の方） 

当健保組合の特例退職者制度加入の 70歳以上の方の適用区分は以下のとおりとなります。 

自己負担割合 3割の方→現役並みⅠ 

自己負担割合 2割の方→一般 

 

 

 


